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各都道府県ふるさと納税担当部長 

各都道府県ふるさと納税市区町村担当部長 

 

 

総務省自治税務局市町村税課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのＱ＆Ａについて（通知） 

 

先般発出した「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのＱ＆Ａ」（令和６年７

月16日付け総税市第71号）を、別紙のように改正しました。ただし、別紙中点線囲み部

分については、令和８年10月１日から開始する指定対象期間から適用となります。 

各地方団体におかれましては、関係法令や告示・通知と併せ、本Ｑ＆Ａにもご留意の

上、適正にふるさと納税に係る指定制度の運用をされるようお願いします。 

貴都道府県内市区町村に対してもこの旨周知するとともに、適切な助言・支援をお

願いします。 

なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術的な助言）に基

づくものです。 

 

 

 

 

殿 
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ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのＱ＆Ａ 

 

１．地方税法第37条の２第２項柱書及び第314条の７第２項柱書関係 

（募集適正基準（趣旨に沿った募集方法）） 

問１ 告示第２条第１号イを規定する趣旨如何。また、「その他の不当な方法に

よる募集」（告示第２条第１号イ）とは具体的にどのような募集が該当するの

か。 

問１の２ 「寄附者から返礼品等の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金

銭の支払をすることを業として行う者」を通じた募集（告示第２条第１号ロ⑴）

には、どのような場合が該当するか。 

問１の３ 「第一号寄附金の寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利

益（第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引

に係る決済に伴って提供されるものに相当するものを除く。）を提供する者

（第三者を通じて提供する者を含む。）」（告示第２条第１号ロ⑵）には、どの

ような場合が該当するか。 

問２ 「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」（告示第２条第

１号ハ）とは具体的にどのような宣伝広告が該当するのか。 

問３ ふるさと納税の募集に際して、新聞等の各種広告媒体に返礼品等の情報

を掲載することは、すべて「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝

広告」（告示第２条第１号ハ）に該当するのか。 

問４ ポータルサイト運営事業者がサイト登録者等に対して発出しているメー

ルマガジン等は、「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」（告

示第２条第１号ハ）に該当するのか。 

問５ 「適切な寄附先の選択を阻害するような表現」（告示第２条第１号ニ）と

は具体的にどのような表現か。 

問６ 「当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等」（告示第２

条第１号ホ）に、感謝状やお礼状は含まれるのか。 

 

（募集適正基準（募集費用総額５割以下）） 

問７ ふるさと納税の募集とその他の目的の内容とを合わせて実施する場合に

おける当該「募集に要する費用」の計上方法如何。 

別紙 
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問８ 「募集に要する費用」にはどのような費用が含まれるか。 

問８の２ 様式１－１中「前指定対象期間に受領した寄附金及びその募集に要

した費用」について、例えば、Ｎ年９月までに寄附があり、当該寄附に対する

返礼品の送付等がＮ年10月以降となった場合、どのように関連費用を計上す

れば良いか。 

問９ これまでふるさと納税受入額を集計する際に、個人からの寄附と法人か

らの寄附を区別していなかったが、告示第２条第２号における第１号寄附金

の額の計上にあたり、それぞれの寄附を区別する必要はあるか。 

 

（募集適正基準（食品返礼品取扱事業者による産地名の適正な表示の確保）） 

問９の２ 告示第２条第３号に規定する「必要な措置を講じている」に該当する

ためには、具体的にどのような措置を講じていることが必要なのか。 

 

２．地方税法第37条の２第２項各号及び第314条の７第２項各号関係 

（返礼品等の定義等） 

問１０ 「物品又は役務と交換させるために提供するもの」（告示第３条）とは

具体的にどのようなものか。 

問１１ 地方団体が、寄附額を原資とした補助金をNPO等に交付し、当該NPO等が

返礼品の調達・送付を行っている場合も、当該返礼品については、告示に適合

する必要があるのか。 

問１２ 地方団体が契約するポータルサイト運営事業者が寄附者に対して提供

するポイント等については、「返礼品等」に含まれるのか。 

問１２の２ 寄附者を対象として、地方団体から返礼品等を提供した後に、地元

特産品のPRとして、別途、地元特産品を提供することや、地元特産品を使用し

た食事会に招待することは、「返礼品等」に含めるべきか。 

 

（返礼割合基準） 

問１３ 返礼割合は、一定期間における通算で受入額に対する調達経費を３割

以下にすれば良いのか。例えば、一定期間における返礼割合を４割、別の一定

期間における返礼割合を２割とすることによって、年間を通じて３割以下に

するといったことが可能か。 
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問１４ 返礼割合を計算するに当たっての調達に要する費用とは、当該品物の

原価、仕入れ値、定価のいずれで計算すれば良いのか。 

問１５ 「支出の名目にかかわらず、当該地方団体が支出した額が当該返礼品等

の数量又は内容に影響するものである場合」（告示第４条第１号）に該当する

ような具体例はどのようなものか。 

問１６ 複数の返礼品等を一括して調達する場合、調達費用の算出方法如何。 

 

（地場産品基準） 

問１７ 「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生

産されたもの」（告示第５条第２号）とは、どのようなものを指すのか。 

問１８ 「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程の

うち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの」（告示第

５条第３号）とは、どのようなものを指すのか。 

問１８ 「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程（イ

及び第五号において「製造等」という。）を行うことにより当該返礼品等の価

値の過半が生じているもの」（告示第５条第３号）とは、どのようなものを指

すのか。 

問１８の２ ただし、当該工程が「食肉の熟成又は玄米の精白」である場合には、

「当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料

とするもの」に限る（告示第５条第３号イ）とあるが、認められない例にはど

のようなものがあるのか。 

問１８の２ 「ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、

当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料と

するものに限る」（告示第５条第３号ただし書）とあるが、認められない例に

はどのようなものがあるのか。 

問１８の３ 告示第５条第３号イについて、食肉の原材料となる家畜が「生産」

された区域とは、どこを指すのか。 

問１８の３ 告示第５条第３号ただし書について、食肉の原材料となる家畜が

「生産」された区域とは、どこを指すのか。 

問１８の４ 無洗米加工は、告示第５条第３号イの「玄米の精白」に含まれるか。 

問１８の４ 無洗米加工は、告示第５条第３号ただし書の「玄米の精白」に含ま

れるか。 

問１９ Ａ団体において、製品に係る企画立案等を行い、Ｂ団体で当該製品を製

造・組立等する場合、告示第５条第３号に該当するものとして、当該製品をＡ

団体の返礼品として良いか。 
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問１９ 「一般販売価格」（平成31年総務省告示第179号（特例控除対象寄附金の

対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件）に基づき総務大臣の定

めるものについて」（令和７年６月24日付け総税市第70号））とは、具体的にど

のようなものを指すのか。 

問２０ 「返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであ

って、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの

（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）」（告示第５条第４

号）とは、どのようなものを指すのか。 

問２０の２ 「地方団体の広報の目的で生産」（告示第５条第５号）とは、どの

ような場合に該当するのか。 

問２１ 「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグ

ッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その

他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」（告示

第５条第５号）とはどのようなものを指すのか。 

問２１ 「地方団体の広報の目的で製造等がされた当該地方団体のキャラクター

グッズ、オリジナルグッズその他これらに類するもの」とはどのようなものを

指すのか。また、「形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品

等であることが明白なもの」（告示第５条第５号柱書及び同号イ）とはどのよ

うなものを指すのか。 

問２１の２ 観光協会等が調達し、配布又は販売を行った場合は、「地方団体が

広報の目的で自ら調達し、配布又は販売を行った実績があるもの」（告示第５

条第５号ロ）に該当するのか。 

問２２ 「前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わ

せて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値

全体の七割以上であること」（告示第５条第６号）とは、どのようなものを指

すのか。 

問２２の２ 「当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準

ずるもの」であって、「当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連

性のあるもの」（告示第５条第７号）とは、どのようなものを指すのか。 

問２３ 当該地方団体を訪れるための旅行券は、地場産品として認められるの

か。「その他これに準ずるもの」（告示第５条第７号）に該当するのか。 

問２４ 区域外で提供される役務については、地場産品と認められる場合はな

いのか。 

問２４の２ 「当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団

体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営す

るもの（フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道
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府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。）におけ

る宿泊の提供に係る役務」（告示第５条第７号の２）とは、どのようなものを

指すのか。 

問２４の３ 「当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万

円を超えないもの」（告示第５条第７号の３イ）とは、どのようなものを指す

のか。 

問２４の４ 宿泊施設を特定しない旅行券の取扱如何。 

問２４の５ 告示第５条第７号の３ロに該当するのはどのような場合か。 

問２４の６ どのような場合に「当該地方団体の区域内において地域のエネル

ギー源により発電された電気」として地場産品基準に適合するか。（告示第５

条第７号の４） 

問２５ 「市区町村が近隣の他の市区町村と共同で前各号のいずれかに該当す

るものを共通の返礼品等とするもの」（告示第５条第８号イ）とは、どのよう

なものを指すのか。 

問２６ 「都道府県が当該都道府県の区域内の市区町村と連携し、前各号のいず

れかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とす

るもの」（告示第５条第８号ロ）とは、どのようなものを指すのか。 

問２７ 「都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資

源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品

を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」（告示第５条第８号ハ）とは、

どのようなものを指すのか。 

問２８ 「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被

害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれ

かに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該

返礼品等を代替するものとして提供するもの」（告示第５条第９号）とは、ど

のようなものを指すのか。 

問２９ 姉妹都市や友好都市、返礼品等の提供を目的とした協定の締結相手の

団体の特産物等は、地場産品と考えられるか。 

 

３．地方税法第37条の２第３項及び第314条の７第３項関係 

（省令第１条の16第３項から第５項まで） 

問３０ 省令第１条の16第３項から第５項までについて具体的な事務の流れは

どうなるのか。 
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４．地方税法第37条の２第５項及び第314条の７第５項関係 

（総務大臣の報告の求め） 

問３１ 「返礼品を提供しない」と申出を行った地方団体が「返礼品を提供する」

と変更しようとする場合には、どのような手続きを取ればよいか。 

 

５．地方税法第37条の２第６項及び第314条の７第６項関係 

（総務大臣による指定の取消し） 

問３２ 指定の取消しについては、どのような基準に基づき行われることにな

るのか。 
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１．地方税法第37条の２第２項柱書及び第314条の７第２項柱書関係 

（募集適正基準（趣旨に沿った募集方法）） 

 

問１ 告示第２条第１号イを規定する趣旨如何。また、「その他の不当な方法に

よる募集」（告示第２条第１号イ）とは具体的にどのような募集が該当するの

か。 

 

○ ふるさと納税制度は、寄附者が自らの意思でふるさとやお世話になった地

方団体に寄附を行うものであり、第三者に謝金を支払うこと等により、当該第

三者に寄附者の勧誘・紹介をさせるような行為は、この趣旨に反するものであ

るため、そのような募集を行わないよう規定するもの。 
○ なお、ふるさと納税に係る事務の一部を委託するため、広く一般に地方団体

の情報を提供するために活用されている民間事業者が運営するいわゆるふる

さと納税ポータルサイト（以下「ポータルサイト」という。）や、観光協会・

まちづくり協議会などに対し地方団体が委託料を支出することは、「特定の者

に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うこと」には該当しない。 
○ 「その他の不当な方法による募集」とは、寄附者の自主的な選択を阻害する

ような適当でない方法による募集をいうものであり、例えば、寄附を行うよう

強要すること等がこれに該当する。 

 

問１の２ 「寄附者から返礼品等の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金

銭の支払をすることを業として行う者」を通じた募集（告示第２条第１号ロ⑴）

には、どのような場合が該当するか。 

 

○ 地方団体が設問のような者へ委託等を行い寄附金を募集する場合のほか、

地方団体が委託等をしていなくても当該者を通じた寄附を推奨する場合や、

当該者が地方団体名を掲げて寄附金を募集することを承諾する場合もこれに

該当する。また、当該者が返礼品等の対価として提供するものが、現金でなく

ポイントその他の金銭に類するものであってもこれに該当する。 

 

問１の３ 「第一号寄附金の寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益

（第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に

係る決済に伴って提供されるものに相当するものを除く。）を提供する者（第

三者を通じて提供する者を含む。）」（告示第２条第１号ロ⑵）には、どのよう

な場合が該当するか。 

 

○ ポータルサイト運営事業者等により、直接・間接を問わず寄附者に付与され

るポイント等（「マイル」、「コイン」等その名称を問わず寄附者に付与される

経済的利益をいう。以下同じ。）については、広く「第一号寄附金の寄附に伴

って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当する。 
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○ また、クレジット会社やキャッシュレス決済事業者等により、ふるさと納税

に係る寄附に係る決済に伴って付与されるポイント等については、「第一号寄

附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済

に伴って提供されるものに相当するもの」に該当するが、これらのうち、ふ

るさと納税に係る寄附に係る決済を対象として追加的に付与されるものにつ

いては、「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの」

に該当しない。 

○ また、いわゆるポイントサイト等を経由してポータルサイトに遷移し寄附

を行った際に当該寄附に伴って付与されるポイント等については、当該ポータ

ルサイトの運営事業者等により直接寄附者に対して付与されるものでなくて

も、寄附に相当程度関連するものであると考えられることから、「第一号寄附

金の寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当する。 

 

（告示第２条第１号ロ⑵の「第一号寄附金の寄附に伴って寄附者に対し」提供

される「金銭その他の経済的利益（第一号寄附金に係る決済に伴って提供され

るものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当す

るものを除く。）」に該当すると考えられる例） 

・ ポータルサイト運営事業者等が寄附者に対して、寄附に付随して付与する

ポイント等 

・ いわゆるポイントサイト等を経由してポータルサイトに遷移し寄附を行

った際にポイントを付与する当該寄附に付随して付与されるポイント等 

・ クレジット会社やキャッシュレス決済事業者等が、寄附に係る決済に付随

して付与するポイント等のうち、ふるさと納税に係る寄附に係る決済を対

象として追加的に付与されるもの及びふるさと納税以外のサービス等の

利用状況等に応じて追加的に付与されるもの 
 

問２ 「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」（告示第２条第

１号ハ）とは具体的にどのような宣伝広告が該当するのか。 

 

○ 「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」としては、ふるさ

と納税の募集に際して、新聞やテレビ、インターネット等の各種広告媒体に返

礼品等を強調して掲載しているような場合や、返礼品等の情報が大部分を占

めるパンフレットを作成し、不特定多数の者にこれを配布する場合等がこれ

に該当する。 

○ また、ポータルサイト運営事業者、地方団体から委託を受けてふるさと納税

に関する様々な事務を行う事業者（いわゆる中間事業者）及び返礼品取扱事業

者等が、独自にこれらの宣伝広告を行う場合、告示第２条第１号ハの「（当該

地方団体と第一号寄附金の募集に関し契約を行った者及び当該地方団体の返

礼品等を取り扱う者が行う」宣伝広告に該当する。 

そのため、地方団体においては、自団体の提供する返礼品等が当該事業者等
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による宣伝広告において強調されていないか確認するとともに、当該事業者

等との契約等においてそのような宣伝広告を行わない旨の規定を盛り込むな

ど、必要な措置を講ずること。 

○ 告示第２条第１号ハは、宣伝広告について規定したものであり、ポータルサ

イト上において、通常の情報提供を行うことは、これに該当しないが、告示第

２条第１号ニの「情報提供」に該当するので、寄附者による適切な寄附先の選

択を阻害するような表現は行わないこと。（問５参照） 

 

問３ ふるさと納税の募集に際して、新聞等の各種広告媒体に返礼品等の情報を

掲載することは、すべて「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広

告」（告示第２条第１号ハ）に該当するのか。 

 
○ 新聞等の各種広告媒体において、例えば、ふるさと納税の使途等を紹介して

ふるさとへの支援を呼び掛ける目的や、移住・定住を促す目的、あるいはシテ

ィープロモーション等の目的で広告を掲載する場合に、付随的に返礼品等の

情報を掲載するといったものは許容される。 

○ 「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」に該当しない限り、

宣伝広告を行う場合に、どの広告媒体を使うかについては、地方団体の自主的

な判断に委ねられる。 

 

問４ ポータルサイト運営事業者がサイト登録者等に対して発出しているメー

ルマガジン等は、「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」（告

示第２条第１号ハ）に該当するのか。 

 

○ 当該メールマガジン等において、特定の市区町村名が明示され、当該市区町

村の返礼品等を強調しているものであって、当該市区町村がその内容を確認

した上で発出されているものである場合には、「返礼品等を強調した寄附者を

誘引するための宣伝広告」（告示第２条第１号ハ）に該当する。 

 

問５ 「適切な寄附先の選択を阻害するような表現」（告示第２条第１号ニ）と

は具体的にどのような表現か。 

 

○ 「適切な寄附先の選択を阻害するような表現」としては、具体的には、「お

得」、「コスパ（コストパフォーマンス）最強」、「ドカ盛り」、「圧倒的なボリュ

ーム」、「おまけ付き」、「セール」、「買う」、「購入」、「還元」などが考えられる

ほか、キャンペーンのような形態で、通常と比較して「必要寄附金額の引下げ」

や「個数の増量」を行う旨を併記することも当該表現に該当する。 
○ 地方団体においては、上記の例示だけでなく、これらに類似する表現等につ

いてもご留意いただき、新規にポータルサイト等に掲載を開始する返礼品等

はもちろんのこと、既に掲載済みの返礼品等についても、確認を行うこと。 
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○ なお、地方団体の公式HP等において、当該地方団体が直接これらの表現を用

いた情報提供を行う場合のほか、地方団体が、民間事業者と契約し、ポータル

サイトにおいてこれらの表現を用いた情報提供を行わせる場合も、告示第２

条第１号ニの「情報提供」に該当するため、当該ポータルサイト上における表

現についても、地方団体が確認すること。 

 

問６ 「当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等」（告示第２

条第１号ホ）に、感謝状やお礼状は含まれるのか。 

 

○ 一般的には、寄附者に対して感謝を示すために送られる感謝状やお礼状は、

経済的価値がないものであり、返礼品等には該当しないものと考えられる。 
  同様に、広く一般に配布されているような地方団体の広報誌や観光パンフ

レット、寄附金を活用して実施した事業の内容を記載した事業結果報告書等

についても、返礼品等には該当しないものと考えられる。 
 

（募集適正基準（募集費用総額５割以下）） 

 

問７ ふるさと納税の募集とその他の目的の内容とを合わせて実施する場合に

おける当該「募集に要する費用」の計上方法如何。 

 

○ ふるさと納税の募集とその他の目的の内容とを合わせて実施する場合にお

ける費用については、ふるさと納税の募集に要する費用とそれ以外の費用と

を、合理的に考えられる手法によって区別して、ふるさと納税の募集に係る部

分に相当する費用を「募集に要する費用」として計上すること。 

○ 例えば、観光プロモーションを主たる内容としたポスターの一部にふるさ

と納税の募集について記載がある場合には、それぞれの内容を掲載した部分

の面積によって費用を按分すること等が考えられる。 

 

問８ 「募集に要する費用」にはどのような費用が含まれるか。 

 

○ ふるさと納税の募集だけでなく、ふるさと納税の募集を行ったことや寄附

金を受領したことにより発生したと考えられる費用は、全て該当するもので

あること。 

○ 例えば、寄附金に係る受領証の発行事務に要する費用、ワンストップ特例に

係る申請書の受付事務に要する費用（当該事務を電子化するために要する費

用を含む。）、ふるさと納税以外の業務も兼任している職員に係る人件費のう

ち、ふるさと納税に関する業務に係るもの、ふるさと納税に係る寄附の募集や

返礼品等に係る情報を掲載するポータルサイト運営事業者に対して支払う費

用、ふるさと納税に関する様々な事務を委託するために事業者に対して支払

う費用などは、これらの事業者から別の事業者等に再委託等されてふるさと
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納税に関する事務が行われる場合に生ずる費用も含め、全て「募集に要する費

用」に該当するものである。 

 

問８の２ 様式１－１中「前指定対象期間に受領した寄附金及びその募集に要し

た費用」について、例えば、Ｎ年９月までに寄附があり、当該寄附に対する返

礼品の送付等がＮ年10月以降となった場合、どのように関連費用を計上すれば

良いか。 

 

○ 寄附金の募集に要する費用については、様式１－１の記載要領において

「指定対象期間の寄附金及びその募集に要する費用の見込額を記入するこ

と」と示しているところ。 

○ 様式１－１の「募集に要する費用」（見込みを含む。）の計上方法について

は、以下の２つの方法が想定される。 

① Ｎ－１年度指定対象期間（Ｎ－１年10月からＮ年９月まで）に受領した

寄附金に係る募集に要する費用について、当該費用の負担又は支払いがＮ

年度指定対象期間に行われる場合であっても、Ｎ－１年度指定対象期間の

募集に要する費用とする。【寄附金受領日ベース】 

② Ｎ年度指定対象期間に支払等が行われる費用については、Ｎ－１年度指

定対象期間に受領した寄附金に係る募集に要する費用であるか否かにかか

わらず、Ｎ年度指定対象期間の募集に要する費用とする。【支払日ベース】 

○ 寄附金合計額に占める「募集に要する費用」の比率（募集費用／寄附金比

率）の算定に当たっては、基本的に①の方式を採用することが望ましいと考

えられるが、事務負担等を考慮し、②の方式を採用することも否定されな

い。 

○ ①又は②のいずれの方式を採用する場合であっても、募集費用／寄附金比

率の算定の公正性を確保する観点から、今後、任意に計上方法を変更するこ

とは原則認められないが、②の方式を採用する地方団体が①の方式に変更す

ることは、適切な対応と考えられる（ただし、再度②の方式に戻すことは原

則認められない）。 

 

問９ これまでふるさと納税受入額を集計する際に、個人からの寄附と法人から

の寄附を区別していなかったが、告示第２条第２号における第１号寄附金の額

の計上にあたり、それぞれの寄附を区別する必要はあるか。 

 

○ 指定制度下においては、法人からの寄附金を除外し、ふるさと納税として認

められる寄附金のみを計上すること。 

 

（募集適正基準（食品返礼品取扱事業者による産地名の適正な表示の確保）） 

 

問９の２ 告示第２条第３号に規定する「必要な措置を講じている」に該当する
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ためには、具体的にどのような措置を講じていることが必要なのか。 

 

○ 少なくとも、告示第２条第３号に掲げる事項及び「ふるさと納税の返礼品と

して提供される食品の表示に係る関係法令遵守について」（令和５年総税市第

119号）を踏まえ、以下の措置を講じていることが必要である。（地方団体が、

地元農家から当該農家が生産した農産物を直接調達する場合など、およそ産

地名の不適正表示が生じえないと考えられるものについては、必ずしもこの

限りではない。） 

・ 食品返礼品取扱事業者との契約に際しては、当該事業者が適正な食品返礼

品を確実に供給できる体制を整備しているかについて、過去の取引実績な

どを踏まえ、審査を厳正に行うこと。 

・ 食品返礼品取扱事業者との契約後も、当該契約に基づく産地名の適正な表

示を確保するため、定期的に事業者に対し必要な調査・確認などを行うとと

もに、特に、食品返礼品の産地名の適正な表示が行われていないこと又は地

場産品基準に適合しないことが疑われる場合（過去の取引実績を大幅に超

過するなど）には、速やかに実地調査などを行うこと。 

そのため、食品返礼品取扱事業者との契約においては、そのような対応を

円滑に実施するために必要と考えられる次のような内容を盛り込むこと。 

① 事業者が食品返礼品の産地名を適正に表示する旨の規定 

② 地方団体が必要と認めるときは、事業者に対し調査（実地調査を含む。）

を行うことができる旨の規定及び事業者が当該調査に応じる義務に係る

規定 

③ 地場産品基準等において遵守すべき事項が記載された書類の整備・保

存をする義務に係る規定 

④ 事業者が食品返礼品の産地名の不適切な表示を行った場合の取引中止

等の対応に係る規定や契約不履行時の違約金及び損害賠償に係る規定 

○ 地方団体において上記の措置を講ずることなく、食品返礼品取扱事業者が

食品返礼品の産地名の表示を偽った場合は、法第37条の２第６項及び第314条

の７第６項の規定により、指定の取消し対象となり得るものであることに留

意すること。 

 

２．地方税法第37条の２第２項各号及び第314条の７第２項各号関係 

（返礼品等の定義等） 

 

問１０ 「物品又は役務と交換させるために提供するもの」（告示第３条）とは

具体的にどのようなものか。 

 

○ 「物品又は役務と交換させるために提供するもの」（告示第３条）とは、寄

附したタイミングよりも一定期間後において返礼品等（地場産品基準のいず

れかに該当するものに限る。）と交換することのできるポイントや施設利用引
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換券の類いのものを指す。証票に記載されているもののみならず、電子機器そ

の他のものに電磁的方法により入力されたものを含む。 

○ 交換される対象については、地場産品基準のいずれかに該当する必要があ

り、地場産品基準に適合するものと適合しないものとの選別が困難な店舗を

当該ポイント等の使用可能店舗として指定することは認められない。仮に地

場産品基準に適合しないものと交換されていることが判明した場合には、指

定の取消しの対象となり得ることから、各地方団体においては、対象店舗の選

定等を慎重に行うこと。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 区域内で生産された農作物のみを取り扱う直売所の買物券 

 

（認められないと考えられる例） 

・ 地場産品以外の商品も販売している区域内のスーパーマーケットやドラ

ッグストア等において、地場産品以外にも利用可能な地域共通券 

・ 区域内のゴルフ場でのプレー料金だけでなく、併設されたグッズショップ

において区域外で製造されたゴルフグッズを購入する際の支払いにも充

当可能なゴルフ場利用券 

・ 区域内のホテルの宿泊代だけでなく、併設された売店において区域外で製

造された飲料を購入する際の支払いにも充当可能なホテル利用券 

 

問１１ 地方団体が、寄附額を原資とした補助金をNPO等に交付し、当該NPO等が

返礼品の調達・送付を行っている場合も、当該返礼品については、告示に適合

する必要があるのか。 

 

○ NPO等が返礼品の調達・送付を行う場合であっても、地方団体が返礼品の調

達・送付を行う場合と同視すべきであり、基準に適合する必要があると考えら

れる。 

 

問１２ 地方団体が契約するポータルサイト運営事業者が寄附者に対して提供

するポイント等については、「返礼品等」に含まれるのか。 

 

○ ポータルサイト運営事業者が寄附者に対して提供するポイント等であった

としても、当該ポイント等について、地方団体が追加的に経費負担をしている

のであれば、当該団体の提供する「返礼品等」に含まれることとなる。（令和

７年10月以降は告示第２条第１号ロ⑵が適用） 

 

問１２の２ 寄附者を対象として、地方団体から返礼品等を提供した後に、地元

特産品のPRとして、別途、地元特産品を提供することや、地元特産品を使用し
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た食事会に招待することは、「返礼品等」に含めるべきか。 

 

○ 寄附に伴う返礼品等に加えて、当該地方団体が費用を負担して設問のよう

な特典を提供する場合は、それらの特典も「返礼品等」に含まれることとなる。 

○ なお、全ての寄附者に設問のような特典を提供する場合のほか、寄附者の

うち一定の者（レビュー投稿者や抽選による当選者等）にのみ提供する場合

も同様である。 

 

（返礼割合基準） 

 

問１３ 返礼割合は、一定期間における通算で受入額に対する調達経費を３割以

下にすれば良いのか。例えば、一定期間における返礼割合を４割、別の一定期

間における返礼割合を２割とすることによって、年間を通じて３割以下にする

といったことが可能か。 

 

○ 返礼割合に係る基準は、「個別の」寄附金の受領に伴い提供する返礼品等に

ついて適合することが必要であり（地方税法第37条の２第２項第２号、第314

条の７第２項第２号）、一時期であっても、返礼割合が３割を超える返礼品等

を提供することは認められない。 

 

問１４ 返礼割合を計算するに当たっての調達に要する費用とは、当該品物の原

価、仕入れ値、定価のいずれで計算すれば良いのか。 

 

○ 返礼品等の調達に要する費用の額については、当該返礼品等の原価や定価

ではなく、返礼品等の調達のために、「地方団体が現に支出した額」（告示第４

条第１号）であって、調達に当たって、消費税法（昭和63年法律第108号）の

規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法第二章第三節の

規定により課されるべき地方消費税に相当する金額がある場合には、これら

の金額を含めること。 

○ なお、将来的に返礼品取扱事業者など地方団体以外の者に負担を求めるこ

とを想定している費用であっても、当該地方団体が返礼品を調達するために

一時的にでも支出している場合には、「地方団体が現に支出した額」に含まれ

るものであること。 

 

問１５ 「支出の名目にかかわらず、当該地方団体が支出した額が当該返礼品等

の数量又は内容に影響するものである場合」（告示第４条第１号）に該当する

ような具体例はどのようなものか。 

 

○ 例えば、調達費用とは別に「送料」（実費として支払われた分を除く。）や「サ

ービス向上費」、「生産奨励金」等の名目で、支払いが行われ、当該経費が実質
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的に返礼品等を調達するための費用に充当されることによって、調達費用の

名目で支払われた額のみによって調達する場合よりも多くの数量の返礼品等

の調達が行われる場合等が該当する。 

 

問１６ 複数の返礼品等を一括して調達する場合、調達費用の算出方法如何。 

 

○ 複数の返礼品等を一括して調達する場合には、当該返礼品等の調達に要し

た費用の額の合計額を、個別の返礼品等ごとにその数量又は内容に応じて按

分すること。 

 
（地場産品基準） 

 

問１７ 「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産

されたもの」（告示第５条第２号）とは、どのようなものを指すのか。 

 

○ 当該原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該原材料を用

いて作られる加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回る割

合が当該原材料によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集

に際し、その旨をポータルサイト上等に明記すること。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 区域内で生産された牛乳や果物を100%使用して、区域外で製造されたジェ

ラート 

・ 区域内で生産された酒米を100%使用して、区域外において醸造した地酒 

・ 区域内の事業者が100%自社で栽培したリンゴを使用して、区域外の工場で

加工したリンゴジュース 

・ 原材料の柑橘のうち９割以上に区域内で生産された柑橘を使用したジュ

ース 

（認められないと考えられる例） 

・ 製造に用いる牛乳のうち区域内で生産された牛乳を約１割使用した、区域

外製造のアイスクリーム 

・ 区域内で生産された醤油・ポン酢を使用した、区域外で加工されたもつ鍋・

水炊き 

・ スチール缶の原材料となる鉄を区域内で製造し、そのスチール缶を使用し

たビール 

 

問１８ 「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程の

うち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの」（告示第

５条第３号）とは、どのようなものを指すのか。 



16 
 

 

○ 当該工程が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該工程を経て完

成した当該返礼品等の重量や付加価値のうち、半分を一定程度以上上回る割

合が当該工程によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に

際し、その旨や区域内で行われた工程の詳細をポータルサイト上等に明記す

ること。 

○ また、製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じていると判断

するためには、関税法施行規則（昭和41年大蔵省令第55号）において、実質的

な変更を加える加工又は製造に該当しない例として以下のとおり列挙してい

ること等を踏まえること。 

 
（参考）実質的な変更を加える加工または製造に該当しない例 

・ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作 
・ 単なる切断 
・ 選別 
・ 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること 
・ 改装 
・ 仕分け 
・ 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しく

は添付すること 
・ 単なる混合 
・ 単なる部分品の組立て及びセットにすること 

 
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 
 
（認められると考えられる例） 
・ 区域内の事業者が区域外で生産された原材料を使用し、区域内で加工・品

質保守を一元管理し、当該事業者の自社製品として販売しているもの 
・ 区域外で生産された豚肉を、区域内で切断・調理・袋詰めしている豚肉加工品 
・ 区域外で生産された原材料を用いて、区域内の醸造所において醸造した酒 
・ 区域外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な螺

鈿（らでん）細工や漆芸を区域内において区域内事業者が施した工芸品 

 
（認められないと考えられる例） 
・ 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ 
・ 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶 
・ 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ 
・ 区域外で生産されたビールに、当該団体オリジナルのシールを貼ったもの 
・ 区域外から調達したブロック肉を、区域内で単なる切断・パック詰めした精肉 
・ 区域内での工程が、枝肉の切断である精肉 
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問１８ 「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程（イ

及び第五号において「製造等」という。）を行うことにより当該返礼品等の価

値の過半が生じているもの」（告示第５条第３号）とは、どのようなものを指

すのか。 

 
○ 当該工程が「製造、加工、その他の工程」と言えるかどうかについては、関税

法施行規則（昭和41年大蔵省令第55号）において、実質的な変更を加える加工又

は製造に該当しない例として以下のとおり列挙していること等を踏まえること。 

 

（参考）実質的な変更を加える加工または製造に該当しない例 

・ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作 
・ 単なる切断 
・ 選別 
・ 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること 
・ 改装 
・ 仕分け 
・ 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添

付すること 
・ 単なる混合 
・ 単なる部分品の組立て及びセットにすること 

 

○ また、当該工程を行うことにより「価値の過半が生じている」と言えるかどう

かについては、原則として「平成31年総務省告示第179号（特例控除対象寄附金の

対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件）に基づき総務大臣の定め

るものについて」（令和７年６月24日付け総税市第70号）に定める標準的な算出方

法（価格ベース）により算出した値が0.5を超えていることにつき、当該返礼品等

の製造等を行う者により証明されているかどうかにより判断し、ふるさと納税の

募集に際し、その旨や区域内で行われた工程の詳細をポータルサイト上等に明記

すること。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 区域内の事業者が区域外で生産された原材料を使用し、区域内で加工・品質保

守を一元管理し、当該事業者の自社製品として販売しているもの 
・ 区域外で生産された豚肉を、区域内で切断・調理・袋詰めしている豚肉加工品 
・ 区域外で生産された原材料を用いて、区域内の醸造所において醸造した酒 
・ 区域外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な螺鈿

（らでん）細工や漆芸を区域内において区域内事業者が施した工芸品 
 

（認められないと考えられる例） 

・ 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ 
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・ 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶 
・ 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ 
・ 区域外で生産されたビールに、当該団体オリジナルのシールを貼ったもの 
・ 区域外から調達したブロック肉を、区域内で単なる切断・パック詰めした精肉 
・ 区域内での工程が、枝肉の切断である精肉 

 

問１８の２ ただし、当該工程が「食肉の熟成又は玄米の精白」である場合には、

「当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料

とするもの」に限る（告示第５条第３号イ）とあるが、認められない例にはど

のようなものがあるのか。 

 
○ 例えば、輸入した海外産の牛肉を区域内で熟成させたものや、県外で収穫し

た玄米を区域内で精白したものを提供することは認められない。 

 
 
問１８の２ 「ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、

当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料と

するものに限る」（告示第５条第３号ただし書）とあるが、認められない例に

はどのようなものがあるのか。 

 
○ 例えば、輸入した海外産の牛肉を区域内で熟成させたものや、県外で収穫した

玄米を区域内で精白したものを提供することは認められない。 

 

問１８の３ 告示第５条第３号イについて、食肉の原材料となる家畜が「生産」

された区域とは、どこを指すのか。 

 
○ 食肉の原材料となる家畜が「生産」された区域とは、原材料となる家畜の飼

養が行われた区域のことを指し、家畜市場やと畜場等が所在し飼養が行われ

ていない区域は該当しない。 

 
 
問１８の３ 告示第５条第３号ただし書について、食肉の原材料となる家畜が

「生産」された区域とは、どこを指すのか。 

 
○ 食肉の原材料となる家畜が「生産」された区域とは、原材料となる家畜の飼養

が行われた区域のことを指し、家畜市場やと畜場等が所在し飼養が行われていな

い区域は該当しない。 

 

問１８の４ 無洗米加工は、告示第５条第３号イの「玄米の精白」に含まれるか。 
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○ 無洗米加工は糠の除去を行うものであり、告示第５条第３号ただし書の「玄

米の精白」に含まれるものである。 

 
 
問１８の４ 無洗米加工は、告示第５条第３号ただし書の「玄米の精白」に含ま

れるか。 

 
○ 無洗米加工は糠の除去を行うものであり、告示第５条第３号ただし書の「玄米

の精白」に含まれるものである。 

 

問１９ Ａ団体において、製品に係る企画立案等を行い、Ｂ団体で当該製品を製

造・組立等する場合、告示第５条第３号ロに該当するものとして、当該製品を

Ａ団体の返礼品として良いか。 

 
○ 区域内で行われる主要な工程が、企画立案や商品設計、研究開発等、物品に

実質的な変更を加える製造・加工以外のものである場合は、直ちに当該基準に

該当するものではない。 
○ この場合においては、当該製品の製造業者により、当該製品の価値（価格）

の過半がＡ団体の区域内で生じている旨の証明がなされた場合に限り、当該

製品をＡ団体の返礼品として提供することが可能となる。 

 
 
問１９ 「一般販売価格」（平成31年総務省告示第179号（特例控除対象寄附金の

対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件）に基づき総務大臣の定

めるものについて」（令和７年６月24日付け総税市第70号））とは、具体的にど

のようなものを指すのか。 

 
○ 「一般販売価格」とは、当該返礼品等を一般消費者に対して販売する際の通常

価格をいう。具体的には、メーカー小売希望価格、参考小売価格、メーカーから

卸売事業者への過去１年間の平均的な出荷価格、卸売事業者から小売事業者への

過去１年間の平均的な卸売価格、同一商品を店頭・ＥＣサイト等で一般消費者に

販売する場合の過去１年間の平均的な価格などが考えられる。 

 

問２０ 「返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであっ

て、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの（流

通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）」（告示第５条第４号）

とは、どのようなものを指すのか。 

 
○ 当該市区町村から直接流通経路に乗せることが現実的に困難である場合に 

限って該当するものであって、単に、他の市区町村で製造されたものと同じ配
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送業者がまとめて配送していることや同じ事業者が別々の市区町村で生産し

ていることといった要素のみで、当該基準に該当するものではない。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 当該地方団体の区域を含む複数の地方団体の区域を管轄するJAに区域内

で生産された米を出荷して、当該JAが区域外で生産された米とブレンドし

「○○米」として出荷されたもの 

・ 区域内で生産後、複数の地方団体を管轄するJAに出荷しており、流通構造

上、近隣の団体で生産された茶葉と混在することが避けられない茶葉 

・ 区域内で肥育後、近隣の複数団体を管轄すると畜場でと畜するため、流通

構造上、近隣の団体で肥育された牛肉と混在することが避けられない牛肉 

 

（認められないと考えられる例） 

・ 区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別

なく取り扱っているアイスクリーム 

 

問２１ 「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッ

ズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他

の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」（告示第

５条第５号）とはどのようなものを指すのか。 

 

○ 返礼品等自体が地方団体の広報の目的で生産されたものである必要があり、

一般に流通している物品の本体やパッケージに単に団体等のロゴをプリント

したものや、PRリーフレットを同封したものは、当該基準に該当するものでは

ない。 
○ また、かつての産地であったことや、今後○○の町として売り出そうとして

いること、当該区域の出身者等ゆかりの者に関連したものであること、市内に

事業所が存在していること、事業者と連携協定を結んでいることといった要素

のみで、当該基準に該当するものではない。 
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 
（認められると考えられる例） 
・ 当該地方団体のゆるキャラグッズ 
・ 当該地方団体をPRするためのオリジナルのポストカード 
・ 当該地方団体をホームとするスポーツチームの応援グッズ 

 
（認められないと考えられる例） 
・ かつて玩具の一大産地であったことから区域内に所在する協同組合に加

盟しているが、現在では区域内に工場がなく区域外で製造する玩具 
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・ 区域内で創業した事業者が区域外で生産する即席麺 
・ 当該区域の出身者であるパティシエが区域外で製造する洋菓子 
・ 包装紙に当該地方団体名が記載されているだけのもの 

・ 区域外で製造している電子機器類の待受け画面に、当該地方団体の名称や

ゆるキャラ等を表示させたもの 

・ アウトドアブランドと連携協定を結び、当該ブランドと当該地方団体がコ

ラボレーションしたロゴを印字した区域外で製造するアウトドアグッズ 

・ ゴルフによる町おこしの一環として、区域外で製造されたゴルフ用品に当

該地方団体のキャッチコピーを印字したもの 

・ 市のシンボルマークに使われた色を取り入れた限定カラーのルアー 

 
 
問２１ 「地方団体の広報の目的で製造等がされた当該地方団体のキャラクター

グッズ、オリジナルグッズその他これらに類するもの」とはどのようなものを

指すのか。また、「形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品

等であることが明白なもの」（告示第５条第５号柱書及び同号イ）とはどのよ

うなものを指すのか。 

 

○ 返礼品等自体が地方団体の広報の目的（返礼品等として提供する場合を除く）

で製造等がされたものである必要があり、一般に流通している物品の本体やパッ

ケージに単に団体等のロゴをプリントしたものや、PRリーフレットを同封したも

のは、当該基準に該当するものではない。 

○ また、かつての産地であったことや、今後○○の町として売り出そうとしてい

ること、当該区域の出身者等ゆかりの者に関連したものであること、市内に事業

所が存在していること、事業者と連携協定を結んでいることといった要素のみ

で、当該基準に該当するものではない。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 当該地方団体のゆるキャラグッズ 

・ 当該地方団体をPRするためのオリジナルのポストカード 

・ 当該地方団体をホームとするスポーツチームの応援グッズ 

 

（認められないと考えられる例） 

・ かつて玩具の一大産地であったことから区域内に所在する協同組合に加盟し

ているが、現在では区域内に工場がなく区域外で製造する玩具 

・ 区域内で創業した事業者が区域外で生産する即席麺 

・ 当該区域の出身者であるパティシエが区域外で製造する洋菓子 

・ 包装紙に当該地方団体名が記載されているだけのもの 

・ 区域外で製造している電子機器類の待受け画面に、当該地方団体の名称やゆ

るキャラ等を表示させたもの 
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・ アウトドアブランドと連携協定を結び、当該ブランドと当該地方団体がコラ

ボレーションしたロゴを印字した区域外で製造するアウトドアグッズ 

・ ゴルフによる町おこしの一環として、区域外で製造されたゴルフ用品に当該

地方団体のキャッチコピーを印字したもの 

・ 市のシンボルマークに使われた色を取り入れた限定カラーのルアー 

 
問２１の２ 観光協会等が調達し、配布又は販売を行った場合は、「地方団体が

広報の目的で自ら調達し、配布又は販売を行った実績があるもの」（告示第５

条第５号ロ）に該当するのか。 

 
○ 「自ら調達」したと言えるかどうかについては、観光協会等が調達するための

費用を地方団体が予算措置を行うことで実質的に負担しているかどうかにより

判断し、単に、観光協会等が配布又は販売を行っていることのみで、当該基準に

該当するものではない。 
○ なお、地方団体が自ら調達した物品を、観光協会等に譲渡し、当該観光協会等

において配布又は販売を行う場合は、当該観光協会等が実際に配布又は販売を行

った数量が実績となる。 

 

問２２ 「前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせ

て提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体

の七割以上であること」（告示第５条第６号）とは、どのようなものを指すの

か。 

 

○ 「当該返礼品等に附帯する」と言えるかどうかについては、使用目的等にお

いて、一般的に地場産品が主たるもの、地場産品以外のものが附帯するもので

あることが社会通念上明らかであるかどうかにより判断する。 

○ 「当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上である」と

言えるかどうかについては、提供されるもの全体の調達に要する費用のうち、

７割以上の割合が当該返礼品等に係る調達に要する費用であることにより判

断する。 

○ ふるさと納税の募集に際しては、上記の旨をポータルサイト上等に明記す

ること。また、ポータルサイト等における募集の際には、地場産品が主たるも

の、地場産品以外のものが附帯するものであることが明白な募集を行うこと。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 区域内で製造されたそばと区域外で製造されたそばつゆのセット 

・ 区域内で製造された曲げわっぱの弁当箱と区域外で製造された弁当箱の

収納袋のセット 
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（認められないと考えられる例） 

・ 区域外で生産された商品と当該地方団体のPR冊子をセットにしたもの 

・ 区域外で製造されたビールと区域内で生産されたタオルをセットにしたもの 

・ 海外製のタブレット端末に区域内を探索できるアプリをあらかじめダウ

ンロードしたもの 

・ 区域内で製造したタオルケットと海外製の空気清浄機をセットにしたも

の 

・ 区域内で採取したハチミツと海外製のフライパンをセットにしたもの 

 

問２２の２ 「当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ず

るもの」であって、「当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性

のあるもの」（告示第５条第７号）とは、どのようなものを指すのか。 

 

○ 社会通念上、区域外の同種の役務では代替困難なものに限って該当するも

のであって、各地方団体の区域内で提供されている役務ではあるが、全国各

地で同様の役務が提供されているなど、地域との関連性が希薄なものはこれ

に該当しない。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 区域内で同区域の首長の一日体験を行うもの 

・ 当該地方団体が区域内で主催する花火大会の観覧 

・ 当該地方団体直営の美術館、博物館等への入場（券） 

・ 区域内で提供されるお墓の清掃サービス、雪下ろしサービス、見守りサ

ービス 

 

（認められないと考えられる例） 

・ 区域内にある全国的に展開している飲食店における飲食 

・ 区域内にある全国的に展開している美容施設での施術 

・ 区域内を訪れず利用することができる宅配クリーニング 

 

問２３ 当該地方団体を訪れるための旅行券は、地場産品として認められるか。

「その他これに準ずるもの」（告示第５条第７号）に該当するのか。 

 

○ 区域内を訪れるための航空券等の交通手段のみを単独で提供する場合は、

「区域内において提供される役務」及び「その他これに準ずるもの」のいずれ

にも該当しない。 

○ 区域内において提供される役務と、区域内を訪れるための航空券等の交通

手段を組み合わせた返礼品等は、当該区域内において提供される役務が、当該

返礼品等全体の主要な部分と認められる場合に限り、「その他これに準ずるも
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の」に該当するものである。 

○ 具体的には、寄附者が当該地方団体を訪れて、区域内で宿泊することを条件

とする旅行券や旅行クーポンは、これに該当する。 

○ なお、区域内で提供される役務が宿泊以外であっても、上記考え方に基づき、

区域内を巡る観光ツアーや、区域内におけるレジャー体験などが当該返礼品

等全体の主要な部分と認められる場合には、第７号に該当するものとして差

し支えない。ただし、区域内における役務が食事の提供のみである場合や、区

域内の滞在が短時間となる観光ツアー・レジャー体験など一時的な役務の提

供にとどまるものは、これに該当しない（これらの役務の提供を受けるための

通常の価格が交通手段の通常の価格を上回る場合を除く。）。 

 

問２４ 区域外で提供される役務については、地場産品と認められる場合はない

のか。 

 

○ 区域外で提供される役務であっても、「当該役務の主要な部分が当該地方団

体に相当程度関連性のある」場合には、「その他これに準ずるもの」として地

場産品と認め得るものがある。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 地域の特産品をPRするための区域外のアンテナショップ内の飲食スペースに

おいて、区域内で生産された野菜や肉をふんだんに使ったメニューを提供 

・ 区域内の事業者が車いす用に製作した着物を区域外で提供（レンタル以外

の工程はすべて区域内で行っているもの） 

 

（認められないと考えられる例） 

・ 区域内において旅館経営している事業者が都内において経営している店

舗で使用可能な食事券 

・ 区域内で肥育されたブランド牛を扱う首都圏等の高級な飲食店において

使用できるグルメポイント 

・ 区域内に教室を設ける講師が、区域外の受講者を対象にオンラインで実施

する英会話等のレッスン 

 

問２４の２ 「当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団

体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営す

るもの（フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道

府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。）におけ

る宿泊の提供に係る役務」（告示第５条第７号の２）とは、どのようなものを

指すのか。 
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○ 旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項に規定する許可（以下「営

業許可」という。）を受けて、当該宿泊施設において同法第２条の旅館業を営

む者が、当該地方団体の属する都道府県の区域内でのみ旅館業を営んでいる

場合、「当該地方団体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営

を行う者が運営するもの」に該当する。 

○ なお、当該宿泊施設の営業許可に係る名称に、特定のホテル・旅館等のブラ

ンド名を冠しているもの（当該ブランドを展開する事業者による直営のほか、

フランチャイズ、運営委託等その運営形態を問わず、名称において客観的に

判断する。）は、「フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の

属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するもの」に

該当し、地場産品基準に適合しない。 

 

問２４の３ 「当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円

を超えないもの」（告示第５条第７号の３イ）とは、どのようなものを指すの

か。 

 

○ 当該役務の調達に要する費用の額について、１人１泊あたりの額が５万円

を超えるか否かで判断する。例えば、「○○ホテル１泊２日ペア宿泊券」につ

いて、その調達に要する費用の額が８万円であれば、当該額を２（２人×１

泊）で除した金額は４万円となり、「当該役務の調達に要する費用の額が一夜

につき一人当たり五万円を超えないもの」に該当するが、調達に要する費用

の額が12万円であれば、当該額を２で除した金額は６万円となり、該当しな

いこととなる。 

 

問２４の４ 宿泊施設を特定しない旅行券の取扱如何。 

 

○ 旅行券については、「物品又は役務と交換させるために提供するもの」（告示

第３条第１号）に該当するため、交換される対象については、地場産品基準の

いずれかに該当する必要がある。（問１０参照） 

○ そのため、告示第５条第７号の３イの趣旨を踏まえ、宿泊（飲食を伴うもの

を含む。）に係る部分が１人あたり１泊５万円を超えないものに使用を限定す

る等の対応が必要となる。 

 

問２４の５ 告示第５条第７号の３ロに該当するのはどのような場合か。 

 

○ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律（平成８年法律第85号）第２条第１項に規定する特定非常災害に指定さ

れた非常災害に際して災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された同法

第２条第１項に規定する災害発生市町村が属する都道府県の区域内の地方団

体により提供されるものが該当する。 
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○ なお、特定非常災害発生日から起算して１年を経過する日が属する指定対

象期間に提供されるものに限ることとされている。例えば、特定非常災害発

生日がｎ年７月１日である場合には、ｎ年10月１日からｎ＋１年9月30日まで

の指定対象期間に限ることとなり、特定非常災害発生日がｎ年11月15日であ

る場合、ｎ＋１年10月１日からｎ＋２年9月30日までの指定対象期間に限るこ

ととなる。 

 

問２４の６ どのような場合に「当該地方団体の区域内において地域のエネルギ

ー源により発電された電気」として地場産品基準に適合するか。（告示第５条

第７号の４） 

 

○ ふるさと納税指定制度において、「返礼品等そのものが地域における雇用の

創出や新たな地域資源の発掘等、当該地域経済の活性化に寄与するものであ

ることが必要」との考え方により地場産品基準を定めている趣旨に鑑み、 

①地域資源を活用して、区域内で発電された電気であって、 

②電気の供給契約において、区域内で発電された電気を提供することが明示

されている場合には、 

地場産品基準に適合するものとして扱うこととする。 

なお、その際、③返礼品等として寄附者に提供する電気の総量は、当該電気

に係る区域内の発電量の範囲内とする。 

 

○ 具体的には、 

上記①については、 

・ 発電事業者と小売電気事業者間における電気の調達契約等及びトラッキ

ング付非化石証書※１により、当該地方団体の区域内の発電所において地域

資源を活用して発電された電気と認められること、 
 
上記②については、 

・ 電気事業法（昭和39年法律第170号）及び「電力の小売営業に関する指針」
※２に基づき小売電気事業者と寄附者間の供給契約書面上で「○○地域産」

など産地価値に訴求していること、 
 
上記③については、 

・ 返礼品等として寄附者に提供する電気の総量は、この調達契約等及びトラ

ッキング付非化石証書において表示されている区域内の発電量の範囲内と

すること、 

などを満たす場合には、地場産品基準に適合するものと考えられる。 

 

※１ トラッキング付非化石証書 

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー

原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則（平成22年経済産業省令第43号）
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第４条第１項第２号に規定する非化石証書であって、電気の発電場所が記載され

ているもの。 

 

 ※２ 「電力の小売営業に関する指針」（平成28年１月制定 令和６年４月１日最終

改定 経済産業省）39頁 

   『ⅵ） 「○○地域産電力」や「地産地消」等、発電所の立地地域を小売供給

の特性とする場合においてのみ問題となるもの』参照 

 

問２５ 「市区町村が近隣の他の市区町村と共同で前各号のいずれかに該当する

ものを共通の返礼品等とするもの」（告示第５条第８号イ）とは、どのような

ものを指すのか。 

 

○ 地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されてい

るものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏

域において他の市区町村と共同で取り扱うものもあるため、こうした地域に

おける実情を踏まえ、近隣の市区町村同士が共同で共通の返礼品等として取

り扱う場合を規定したものである。 

○ したがって、他の市区町村の同意なく、当該他の市区町村の地場産品を返礼

品等として取り扱う場合には、該当しない。 

○ 「近隣」に該当するかどうかについては、地理的に近隣であって、経済、社

会、文化又は住民生活等において密接な関係を有する市区町村を基本とし、こ

れに該当するか否かについて、関係市区町村において、地域の実情を踏まえて

適切に判断すること。 

○ 以上を踏まえ、具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 近隣の複数の地方団体が連携し、共同で開発したオリジナルの特産品

を、当該複数の地方団体が共通して取り扱うもの 

・ 連携中枢都市圏に参加する複数の地方団体が同意の上、それぞれの地場

産品を組み合わせて提供するもの 

 

（認められないと考えられる例） 

・ 生産している市町村の同意を得ずに提供している、区域外で生産された

県の伝統工芸品である革製品 

 

問２６ 「都道府県が当該都道府県の市区町村と連携し、前各号のいずれかに該

当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの」

（告示第５条第８号ロ）とは、どのようなものを指すのか。 

 

○ 地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されてい
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るものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏

域において他の市区町村と共同で取り扱うものもあり、その際、市区町村同士

で連携する場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市区町村をとりまとめ

て、共通の返礼品等として取り扱うよう主導することも考えられる。 

○ この場合も、関係する市区町村の同意があることが必要であり、都道府県が

中心となって、関係市区町村の合意形成のための調整に努めること。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 県内全域の特産物について、県が音頭を取って県内全市町村と連携し、

県全域の特産品として、共通の返礼品等として取り扱うもの 

・ 県内の一定の圏域（歴史的、文化的に関連の深い地域等）内の市町村共

通の特産品だが、現在はある市町村でのみ作られているものを、県の主

導の下、共通の返礼品等として取り扱うもの 

 

問２７ 「都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源

として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当

該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」（告示第５条第８号ハ）とは、ど

のようなものを指すのか。 

 

○ 地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されてい

るものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏

域において他の市区町村と共同で取り扱うものもある。 

○ こうした地域における実情を踏まえ、区域内において生産されていること

等の項目には該当しないが、当該地方団体の区域を含む地域資源として、広く

一般国民から相当程度認識されている物品である場合には、地場産品として

認め得る場合もあると考えられる。 

○ このような場合に該当するかどうかについては、単一市区町村の判断によ

るのではなく、都道府県が区域内の市区町村の意見を集約した上で、複数の市

区町村において共通の地域資源として相当程度認識されている物品を認定す

ることが必要であることとしている。 

○ この場合も、都道府県が中心となって、関係市区町村の合意形成のための調

整に努めること。 

○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。 

 

（認められると考えられる例） 

・ 当該都道府県の区域内の地域資源として、商標登録が行われていて、現

にその名称が広く知られている等、広く一般国民から当該都道府県の地

域資源であると相当程度認識されている物品  
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○ 認定を受けた物品を「当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」として

いるのは、都道府県による認定を受けた物品であれば、認定を受けた区域内の

全ての市区町村が同じ返礼品等を扱う必要はないこととしているものであり、

都道府県に認定された物品を取り扱う事業者が一部の市区町村にのみ存在し

ているような場合においても柔軟な対応を可能としているものである。 

○ なお、都道府県が認定する場合又は認定を変更する場合は、その都度速やか

に、総務省へ報告いただくこととしている。 

 

問２８ 「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被

害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれか

に該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼

品等を代替するものとして提供するもの」（告示第５条第９号）とは、どのよ

うなものを指すのか。 

 

○ 災害により、生産者が他地域に避難している状態が継続している場合等、返

礼品等の提供が不可能である場合において、寄附者に当該地方団体の特産物

を思い出してもらうことや、返礼品等の提供をきっかけに、当該地方団体の特

産物の生産の再開への支援を呼びかける等の目的から、提供が不可能になっ

た返礼品等の代替品を当該地方団体の返礼品等として取り扱うことが考えら

れる。 

○ 「災害」の範囲について特に限定はしていないが、一定期間以上に渡って地

域の特産品が生産できないことが見込まれるような、相当程度大きな被害が

生じるケースを想定している。 

○ なお、被災地支援を目的としたものであっても、被災団体以外の団体が、被

災団体の地場産品を提供することについては、「類するもの」には該当しない。 

 

問２９ 姉妹都市や友好都市、返礼品等の提供を目的とした協定の締結相手の団

体の特産物等は、地場産品と考えられるか。 

 

○ 姉妹都市や友好都市、返礼品等の提供を目的とした協定の締結相手の団体

の特産物等であるという要素のみでは、告示に掲げられたいずれの項目にも

該当しないため、地場産品とは認められない。 

 

 

３．地方税法第37条の２第３項及び第314条の７第３項関係 

（省令第１条の16第３項から第５項まで） 

 

問３０ 省令第１条の16第３項から第５項までについて具体的な事務の流れは

どうなるのか。 
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○ Ｎ年10月１日～（Ｎ＋１）年９月30日の指定において、不指定となった地

方団体又は申出書及び添付書類を総務大臣に提出しなかった地方団体は（Ｎ

＋１）年４月１日～８月31日の間に、指定を取り消された地方団体は当該取

消しの日から起算して２年を経過する日の属する月の初日から末日までの間

に、それぞれ１回に限り、申出書及び添付書類を総務大臣に提出し、審査を

受けた上で、（Ｎ＋１）年９月30日までの残りの期間について指定を受ける

ことができることとするもの。 

 

 

４．地方税法第37条の２第５項及び第314条の７第５項関係 

（総務大臣の報告の求め） 

 

問３１ 「返礼品を提供しない」と申出を行った地方団体が「返礼品を提供する」

と変更しようとする場合には、どのような手続きを取ればよいか。 

 

○ 指定申出の際に「返礼品等を提供しない」と申し出ており、指定を受けた地

方団体が、新たに指定対象期間において返礼品等を提供しようとする場合に

は、予め、提供しようとする返礼品等の内容について、地方税法第37条の２第

５項及び第314条の７第５項の規定により、申出書の添付書類中「様式２」を

調製し、総務省へ提出いただくこととなる。 

 

 

５．地方税法第37条の２第６項及び第314条の７第６項関係 

（総務大臣による指定の取消し） 

 

問３２ 指定の取消しについては、どのような基準に基づき行われることになる

のか。 

 

○ 指定対象期間又は当該指定対象期間の前１年以内において、法定返礼品基

準（地方税法第37条の２第２項第２号及び第３号並びに第314条の７第２項

第２号及び第３号に掲げる基準）又は募集適正基準（地方税法第37条の２第

２項第１号及び第314条の７第２項第１号に規定する募集の適正な実施に係

る基準として総務大臣が定める基準）のいずれかに適合しなくなったと認め

られる場合又は適合していなかったと認める場合には、基準違反が事務的な

ミスによるものであることや基準違反により受領した寄附金の額が僅少であ

ることなど特段の事情がない限り、指定を取り消すものとする。 

○ なお、当該指定対象期間の前１年以内において各指定基準に適合していた

ことも指定の要件となるため、例えば、募集に要する費用の額が寄附金の額

の５割以下であることとする基準については指定対象期間を通じて適合性を

判断するものであるが、ある指定対象期間において募集に要する費用の額が
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５割を超過した団体は、当該指定対象期間の次の指定対象期間において、指

定の取消しの対象となり得るものであることに留意すること。 

 


